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・ 支払いは原則「銀行振込」として下さい。控えの写しも忘れずにご用意下さい。

・ 原則、相見積（選定理由書）、見積、発注、納品、請求、銀行振込受領書（領収書）
が必要です。相見積がない場合、「選定理由書」が必ず必要です。

費用項目によって、上記以外の書類も必要になります。
「補助金を受け取るにあたって～<帳票類の例>ページ」をご確認下さい。

書類が不足している場合、補助金のお支払いができませんので、必ずご確認下さい。

・ 相見積書⇒見積書⇒発注書⇒納品書⇒請求書⇒領収書の日付順になるよう、
書類を管理して下さい。

書類の日付は、交付決定日以降で、申請書に記載した開始予定日から取組完了日まで

の期間のものが有効です。（見積書に限り交付決定日以前でも可能です。）

・ 費用のお支払いは申請書に記入した「取組終了日」までに完了させて下さい。

取組期間終了後に支払い手続きが発生する可能性がある場合（取組後でないと
料金が確定しないもの等）は、必ず事前に事務局までご連絡ください

・ 補助対象となるのは申請書に基づいた、取組に必要な経費のみです。
申請書に記載のない費用項目は補助対象外となります。
申請書に記載された費用項目間であれば、予算の移動は可能です。

・ 団体の構成員及び構成員の家族への支払い（個人・組織）は補助金対象外です。
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参加者名簿
催しが複数種類・複数回ある場合には、それぞれ参加者名
簿を作成し、参加者様の内訳について記載して下さい。

不特定多数が参加する場合で、費用を計上する配布
物がない場合、氏名の記載は必須ではありません。

参加者の内訳はおおよその数で結構ですので、必ず
ご記載下さい。

不特定多数が参加する場合で、費用を計上する場合
には、氏名の記載も必要となります。



謝金

領収書１枚に対して１列使用して下さい

・外部から招聘した講師、専門家への謝金が補助金対象となります。
・本人に対しての支払いを明確にするため、領収証等の添付をして下さい。

・謝金規定をご提出下さい。
（規定がない場合、算出基礎、選定理由書、プロフィール等をご提出下さい）
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謝金
・取組に従事することがわかるよう、同じ内容（日にち・時間・場所・内容・会場）が
明記されている就任依頼書・承諾書を取得して下さい。

・就任依頼書・承諾書の日付は交付決定日以降の日付を記入して下さい。

依頼書・承諾書の日にち・時間・
場所・内容・会場欄は、同じ内容
を明記して下さい

印印

必ず捺印して下さい
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旅費

領収書１枚に対して１列使用して下さい。

・取組に従事したことがわかるよう、出張日、出張者、金額、行き先、利用区間、
目的を明記して下さい。

・１枚の領収書に１枚の台紙が原則ですが、
新幹線等、旅費で往復の費用が発生する

場合は、１枚に収めて下さい。

複数名分の乗車券、回数券を購入した等の
場合は、購入した乗車券、回数券の使用日、
利用者が明確にわかるよう記載して下さい。
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旅費
経路検索画面の写しの往復分（金額が
明記されているもの）を、必ず添付して
下さい。

・割引きを利用して乗車券等を購入した場合で、
経路検索画面に表示されている金額と支払い

金額が違う場合、「学割利用」等と記載して下さい。
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講師等が交通費を立て替えて支払い、その
費用を団体から講師等へ支払う場合、経路
検索画面、購入時の領収書と併せて講師
等からの領収書もご提出下さい。

必ず捺印してください

同じ人が複数回立替払いをしている場合、
一枚にまとめていただければ結構です。
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利用者、目的がわかるよう、宿泊者リスト等を提出して下さい。
（台紙に直接記入して頂いても結構です）

申請書に記載のある団体構成員、謝金計上の
ある講師等以外の旅費は補助金対象外です。

連絡先部分の提出は必要な
いので、削除、または黒く塗
り潰して頂いて構いません。
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会場借料

領収書１枚に対して１列使用して下さい。

個人宅等、施設として運営していない場所を会場として借用した際の費用
については補助金対象外です。

使用目的（ワークショップ会場、〇〇教室
会場、イベント打合せ、等）をご記入下さい。

相見積がない場合、選定理由書が必要です。
（選定した業者の見積書は必要です。 ）
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会場借料

相見積がなく、選定理由書を作成した
場合でも、選定した業者からの見積書
は必要です。

見積取得日・交付決定日以降、かつ取組
開始日より後の日付か確認
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会場借料

11

会場によっては、申込書、領収書のみの場合もあ
るかと思います。その場合は、その写しがあれば、
請求書等は必要ございません。



会場借料

台紙の使用目的欄には「ワークショップ会場、
〇〇教室会場、イベント打合せ」等、会場を
使用した目的がわかるようご記入下さい。

見積書、請求書がない場合には、「料金表」等を併
せて提出して下さい。（申込書等で確認できる場合
は必要ありません。）

利用時間、会場名等を明記し、料金表で該当する

金額と、支払い金額があっている事が確認できるよ
うにして下さい。
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印刷製本費

領収書１枚に対して１列使用して下さい。

相見積がない場合、選定理由書が必要です。

（選定した業者の見積書は必要です。 ）

申請書に記載された取組内容の案内（チラシ・ポスター等）の印刷・
製本にかかる費用が対象です。
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印刷製本費

サイズ・枚数等、詳細明記

相見積がなく、選定理由書を作成した場合でも、

選定した業者からの見積書は必要です。

見積取得日・交付決定日以降、かつ
取組開始日より後の日付か確認
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印刷製本費

・印刷製本費で作成した成果物のコピーを

ご提出下さい。
（ポスター等、サイズが大きく、コピーが
困難な場合は、縮小コピーで構いません）
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印刷製本費
・請求書や納品書で、内訳の詳細が記載されている場合（サイズ、 厚み、

部数等）、内訳書や明細書は不要です。
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広報費

相見積がない場合、選定理由書が必要です。
（選定した業者の見積書は必要です。 ）

相見積がなく、選定理由書を作成した場合でも、

選定した業者からの見積書は必要です。 17



広報費

・請求書や納品書で、内訳の詳細が
記載されている場合（部数、単価等）、
内訳書や明細書は不要

・見積～請求・支払いで、枚数や単価・
合計金額が同一であるかご確認下さい
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機材借料

領収書１枚に対して１列使用して下さい。

相見積もりがない場合、選定理由書が必ず必要です。

（選定した業者の見積書も必要です。）

レンタル業者として登録していない個人等から借りた際に発生した費用
については補助金対象外です。
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機材借料

見積書に限り、交付決定日以前の日付でも可能です。

見積書の日付を記載して下さい

見積書の金額と同じ
か確認

見積取得日・交付決定日以降、かつ取
組開始日より後の日付か確認

相見積がなく、選定理由書を作成した場合でも、
選定した業者からの見積書は必要です。 20



機材借料
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機材借料

レンタカーの場合、領収書と利用日
（期間）、料金、種別等が明記された
明細もご提出下さい。
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保険料 ・加入した保険内容、申込人数、保険対象日付が分かるものをご提出下さい。
・見積～請求・支払いで、保険内容、単価・合計金額が同一であるかご確認
下さい。
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複数名の申し込みの場合、申込者がわかるリスト（イベント等で別途参
加者リスト等がある場合は参加者リストで代用可）をご提出下さい。



外注費・委託費

領収書１枚に対して１列使用して下さい。

相見積がない場合、選定理由書が必要です。
（選定した業者の見積書も必要です。 ）
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外注費・委託費

見積書の日付を記載して下さい

見積書の金額
と同じか確認

見積取得日・交付決定日以降、かつ取
組開始日より後の日付か確認
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外注費・委託費

業務を委託、外注する場合、委託・外注する業務の内容がわかるものを
ご提出下さい。（委託契約書を締結している場合は業務内容が記載され
ている契約書の写し）
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外注費・委託費 見積取得日・交付決定日以降、かつ
取組開始日より後の日付か確認
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外注費・委託費
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会議費

領収書１枚に対して１列使用してください。

会議の際の飲料代を計上する場合、会議議事録・参加者リストをご提
出下さい。対象となるのは、会議参加人数分の費用のみです。

レシート等、詳細がわかるものを添付して下さい。
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消耗品費

領収書１枚に対して１列使用してください。

一般の商店で購入されたものは、必ずレシートをご用意ください。

※領収書では詳細が分からないため。

価格が高額な場合には、他の経費項目
同様、相見積、見積、発注、納品、請求、
領収書の提出が必要となります。

何に使用する為に購入したのかを「使用
目的」欄にご記入下さい。
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消耗品費

一般の商店で購入されたものは、

必ずレシートをご用意ください。

※領収書では詳細が分からない
ため。
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補助員人件費

・雇用契約書を必ず締結して下さい。
・補助員人件費で契約した方への旅費
は補助金対象外です。

必ず捺印してください
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概算払請求内訳書

複数回「概算払い」請求をする場合、
前回迄に請求した各経理項目の合
計金額を「概算払済額」欄に記入し
て下さい。

（前回の振込がまだされていない場
合でも、請求した分の合計金額を
記入）

今回（第２回目）請求する金額

今回（第１回目）請求する金額

前回迄に請求した概算払
い請求額の合計
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概算払請求内訳書

概算払請求をしていた場合でも、
実績報告書提出時の「別紙」には
取組にかかった全ての費用を記
載し、「うち概算払済額」欄へ、概
算払請求をした合計額を記入して
下さい。
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実績報告書・別紙

交付決定額331,000円
補助事業にかかった経費の内、
補助金対象経費が301,000円、
補助対象外の経費（お土産代）が
13,800円発生し、最終的に支払った
額が314,800円の場合

概算払請求をしていない場合は、「うち概算払済額」欄
は空欄のままで提出して下さい。

「補助対象経費」の内訳表には
補助対象外は記載しない。
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実績報告書・別紙

※実績報告書の提出ですが、書類審査後に補助金充当額の実績額が変更
となる場合がございますので、両面印刷せず、補助事業の収支決算ページ
のみ修正・差し替え可能な状態でご提出下さい。
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通帳の写し

残高
振込 ｶ)○○印刷
振込手数料
ATM
ATM

振込 ○○

1,000,00030-6-1
30-6-25
30-6-25
30-6-26
30-7-30
30-8-10
30-9-1

1,000,000
100,000

432
5,000

30,000

150,000
432

1,000,000
900,000
899,568
894,568
864,568

消耗品1,2
謝金1,2,3

印刷製本費 1

最初に交付決定額と同額以上
を口座に入れていただくと整理
しやすいです。

振込を推奨しております。
振込手数料はそのまま明記されます。

現金払いの場合、専用口座より請求金額
と同額以上を引き出して、お支払い下さい。

書類提出時には、支払額と同額以上の引
き出しが確認取れれば問題ございません。

台紙№を記載していただくと、何の費用かが
明確になります。

本事業と関係の無い費用については、
黒く塗りつぶしていただいて構いません。

団体専用口座を必ずご準備下さい。
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通帳の写し

通帳の表の写しと、口座の詳細の写しも合わせて
ご用意ください。

補助金振り込みの際、不備があった場合に確認が
取れます。

請求書を提出する際に、口座名を必ずご確認下さい。
口座名相違の為、振込ができなくなります。
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